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業務名：あいの里教育大駅跨線人道橋
　　バリアフリー化検討業務

位置図（1：5000）

あいの里教育大駅跨線人道橋

札幌市北区あいの里1条5丁目ほか
（JRあいの里教育大駅 ）

南あいの里通

茨戸・福移通
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１．積算金額

設計金額 （円）

内 業 務 価 格

訳

区　分

業務名 あいの里教育大駅跨線人道橋バリアフリー化検討業務

消費税相当額

業　務　委　託　費

                                  札幌市- 1 -

sc41942
長方形
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 ６．特記仕様書

工事説明書業務説明書

概要

バリアフリー設計　一式

※個人情報取扱業務

契約書に示す着手の日から令和 9年 3月12日までとする。

道路構造令、札幌市土木設計業務共通仕様書、札幌市土木工事共通仕様書、札幌市歩道施工ガイドライン、道路の移動等

円滑化整備ガイドライン、札幌市土木工事標準設計図集、公共建築工事標準仕様書、官庁施設の総合耐震計画基準及び解

説、建築設備計画基準、特記仕様書、その他業務に関する各種仕様書及び要領、指針による。

場所

期間

図面

仕様書

札幌市北区あいの里１条５丁目ほか

別添のとおり。

別添のとおり。

                                  札幌市- 1 -

sc41942
長方形
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特 記 仕 様 書 

 
1．業務名 

あいの里教育大駅跨線人道橋バリアフリー化検討業務 

 

2．対象箇所 

札幌市北区あいの里１条５丁目ほか 

あいの里教育大駅跨線人道橋（南あいの里区画整理歩道１号線） 

 

3．業務目的 

あいの里教育大駅跨線人道橋のバリアフリー化のため、跨線人道橋の両端へのエレベーター棟設

置の可否や、設置箇所、構造、歩行者動線などの検討を行うものである。 

 

4．業務内容 

エレベーター設置の検討について、下記の内容により基本計画の策定を行い、報告書を作成する。 

 

1) 現地踏査・資料収集 

・エレベーター設置の検討に必要な既存施設の現況、付近状況を把握するほか、施設利用状

況について調査を行う。また、電力系及び通信系埋設物や、ガス、上下水道などの地下埋

設物について各機関より資料を収集する。 

2) 設計条件の整理 

・現地調査・資料収集で得られた成果や既往資料を基に、設計条件を整理する。 

 なお、整理の際には下記の点に留意すること。 

・駅北側には地区センターや自転車駐輪場があるほか、歩行者動線も狭くなっているた

め、既存施設への影響範囲やバリアフリー動線について検討する。 

・駅南側には自転車駐輪場があるため、既存施設への影響範囲やバリアフリー動線につい

て検討する。 

・既存跨線橋に開口部を設けることとなるため、跨線橋の構造について検討する。 

また、跨線橋のバリアフリー化状況についても調査する。 

・JR 北海道所有施設や近隣施設への影響がある場合には、影響範囲を整理し、適宜協議に

より設置位置及び工事可能範囲を検討する。 

・エレベーター棟への電力の供給方法について検討する。 

・施工スペースが限られているため、工事を行う際の重機等の搬入出、施工範囲、施工方

法及び工事中の歩行者動線等について検討し、外構工事範囲を選定する。 
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3) 地下埋設物調査 

・現地調査・資料収集で得られた成果や既往資料を整理し、図面等を作成する。 

4) 設置箇所の検討 

・各調査の結果を基に、エレベーター設置箇所の比較検討を行う。エレベーター設置予定箇   

所 1 箇所につき 2 案程度を選択し、機能性、安全性、経済性、施工性、維持管理の効率等

を考慮し、最適な設置箇所を選定する。 

5) エレベーター施設計画 

・設置するエレベーターの構造を検討し、選択した設置箇所に対し、計画図面を作成する。   

図面は概算工事費が算出できる程度のものとする。(配置図、平面図、断面図、立面図、エ

レベーター計画図等) 

6) 概算工事費の算出 

・建築工事、設備工事、外構工事費別に概算工事費を算出する。 

7) 報告書作成 

 

5．打合せ 

初回打合せ、中間打合せ（5 回）、成果品納入時の計 7 回とする。なお、主任設計者は初回打合

せ及び成果品納入時には必ず出席すること。 

 

6．仕様書 

「道路構造令」、「札幌市土木設計共通仕様書」、「札幌市土木工事共通仕様書」、「札幌市歩

道施工ガイドライン」、「道路の移動等円滑化整備ガイドライン」、「札幌市土木工事標準設計

図集」、「公共建築工事標準仕様書」、「官庁施設の総合耐震計画基準及び解説」、「建築設備

計画基準」、その他業務に関する法令、各種仕様書及び要領、指針等による。 

 

7．貸与資料 

本業務にあたり、下記のデータを貸与する。 

①現況図データ 

道路台帳図（PDFデータ）を貸与する。 

②跨線人道橋竣工図データ 

既設の跨線人道橋の竣工図を貸与する。 

③測量データ 

平成 24年に周辺で行われた歩道バリアフリー工事の成果を貸与する。 

④交通量データ 

令和３年度に実施した歩行者及び自転車の交通量調査結果を貸与する。 
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⑤類似業務の成果品 

平成 21年度に実施した類似業務である「発寒歩道 1号線ほか 1線バリアフリー検討および厚別駅

北口駐輪場ほか 3箇所設置検討業務」、及び平成 23年度に実施した「厚別駅跨線人道橋バリアフ

リー化検討業務」を貸与する。 

⑥その他データ 

その他、本市が有する情報について、必要に応じて貸与する。 

 

8．電子納品 

本業務は電子納品対象業務とする。 

電子納品とは、調査、設計、工事等の各業務段階の最終成果を電子データで納品することをいう。 

電子データとは、「札幌市電子納品運用手引き［土木業務編］：（以下、「手引き」という。）」

に示されたファイルフォーマットに基づいて作成されたものを指す。 

成果品は、「手引き」に基づいて作成した電子データを電子媒体（CD—R）で２部提出する。

「手引き」で特に記載のない項目については、原則として電子データを提出する義務はないが

「手引き」の解釈に疑義がある場合は担当職員と協議のうえ、電子化の是非を決定する。なお、

電子納品の運用にあたっては、「手引き」に基づいて行うものとする。 

成果品の提出の際には、電子納品チェックシステムによるチェックを行い、エラーがないことを

確認した後、ウイルス対策を実施したうえで提出すること。 

 

9．その他 

業務着手日は、令和８年８月６日（木）を予定している。 

受託者は、この契約による業務を処理するに当たって個人情報を取り扱う際には、別記「個人情

報の取扱いに関する特記事項」を守らなければならない。 

受託者は業務着手時に次の書類を提出する。 

・着手届 

・業務履行計画書 

・業務日程表 

・主任技術者等指定通知書及び経歴書 

受託者は、本業務の完了後、速やかに次の書類を提出する。 

・完了届 

・成果品一式 

 

 

 

   

 

 

 



 

【別記】 
個人情報の取扱いに関する特記事項 

（当初から個人情報の取扱いを委託する設計等用） 

 
（個人情報の保護に関する法令等の遵守） 

第１条　受託者は、「個人情報の保護に関する法律」（平成１５年法律第５７号。

以下「個人情報保護法」という。）、個人情報保護委員会が定める「個人情報の

保護に関する法律についての事務対応ガイド（行政機関等向け）」（以下「事務

対応ガイド」という。）、「札幌市情報セキュリティポリシー」等に基づき、こ

の個人情報の取扱いに関する特記事項（以下「特記事項」という。）を遵守しな

ければならない。 

 

　（管理体制の整備） 

第２条　受託者は、個人情報（個人情報保護法第２条第１項に規定する個人情報を

いう。以下同じ。）の安全管理について、内部における管理体制を構築し、その

体制を維持しなければならない。 

 

　（管理責任者及び従業者） 

第３条　受託者は、個人情報の取扱いに係る保護管理者及び従業者を定め、書面

（当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。）により

委託者に報告しなければならない。 

２　受託者は、個人情報の取扱いに係る保護管理者及び従業者を変更する場合の手

続を定めなければならない。 

３　受託者は、保護管理者を変更する場合は、事前に書面により委託者に申請し、

その承認を得なければならない。 

４　受託者は、従業者を変更する場合は、事前に書面により委託者に報告しなけれ

ばならない。 

５　保護管理者は、特記事項に定める事項を適切に実施するよう従業者を監督しな

ければならない。 

６　従業者は、保護管理者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければ

ならない。 

 

　（取扱区域の特定） 

第４条　受託者は、個人情報を実際に取り扱って事務を実施する区域（以下「取扱

区域」という。）を定め、業務の着手前に書面により委託者に報告しなければな

らない。 

２　受託者は、取扱区域を変更する場合は、事前に書面により委託者に申請し、そ

の承認を得なければならない。 

３　受託者は、委託者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められ

た場所から持ち出してはならない。 

 

　（守秘義務） 

第５条　受託者は、本委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第

三者に漏らしてはならない。 

 



 

２　受託者は、その使用する者がこの契約による業務を処理するに当たって知り得

た個人情報を他に漏らさないようにしなければならない。 

３　前２項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様

とする。 

４　受託者は、本委託等業務に関わる保護管理者及び従業者に対して、秘密保持に

関する誓約書を提出させなければならない。 

 

　（再委託） 

第６条　受託者は、やむを得ない理由がある場合を除き、本委託等業務の一部を第

三者へ委託（以下「再委託」という。）してはならない。 

２　受託者が再委託する場合には、あらかじめ委託者に申請し、委託者から書面に

より承諾を得なければならない。 

３　受託者は、本委託等業務のうち、個人情報を取り扱う業務の再委託を申請する

場合には、委託者に対して次の事項を明確に記載した書面を提出しなければなら

ない。 

　(1) 再委託先の名称 

　(2) 再委託する理由 

　(3) 再委託して処理する内容 

　(4) 再委託先において取り扱う情報 

　(5) 再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策 

　(6) 再委託先に対する管理及び監督の方法 

４　受託者は、前項の申請に係る書面を委託者に対して提出する場合には、再委託

先が委託者指定様式（本契約締結前に受託者が必要事項を記載して委託者に提出

した様式をいう。）に必要事項を記載した書類を添付するものとする。 

５　委託者が第２項の規定による申請に承諾した場合には、受託者は、再委託先に

対して本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、委託者に対して再委託

先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 

６　委託者が第２項から第４項までの規定により、受託者に対して個人情報を取り

扱う業務の再委託を承諾した場合には、受託者は、再委託先との契約において、

再委託先に対する管理及び監督の手続及び方法について具体的に規定しなければ

ならない。 

７　前項に規定する場合において、受託者は、再委託先の履行状況を管理・監督す

るとともに、委託者の求めに応じて、その管理・監督の状況を適宜報告しなけれ

ばならない。 

 

　（複写、複製の禁止） 

第７条　受託者は、本委託等業務を処理するに当たって、委託者から提供された個

人情報が記録された資料等を、委託者の許諾を得ることなく複写し、又は複製し

てはならない。 

 

　（派遣労働者等の利用時の措置） 

第８条　受託者は、本委託等業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労

働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守

させなければならない。 

２　受託者は、委託者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果に

 



 

ついて責任を負うものとする。 

 

　（個人情報の管理） 

第９条　受託者は、本委託等業務において利用する個人情報を保持している間は、

事務対応ガイドに定める各種の安全管理措置を遵守するとともに、次の各号の定

めるところにより、当該個人情報の管理を行わなければならない。 

　(1)　個人情報を取り扱う事務、個人情報の範囲及び同事務に従事する従業者を明

確化し、取扱規程等を策定すること。 

　(2)　組織体制の整備、取扱規程等に基づく運用、取扱状況を確認する手段の整

備、情報漏えい等事案に対応する体制の整備、取扱状況の把握及び安全管理措置

の見直しを行うこと。 

　(3)　従業者の監督・教育を行うこと。 

　(4)　取扱区域の管理、機器及び電子媒体等の盗難等の防止、電子媒体等の取扱い

における漏えい等の防止、個人情報の削除並びに機器及び電子媒体等の廃棄を行

うこと。 

　(5)　アクセス制御、アクセス者の識別と認証、外部からの不正アクセス等の防止

及び情報漏えい等の防止を行うこと。 

 

　（提供された個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止） 

第１０条　受託者は、本委託等業務において利用する個人情報について、本委託等

業務以外の目的で利用し、又は第三者へ提供してはならない。 

 

　（受渡し） 

第１１条　受託者は、委託者と受託者との間の個人情報の受渡しを行う場合には、

委託者が指定した手段、日時及び場所で行うものとする。この場合において、委

託者は、受託者に対して個人情報の預り証の提出を求め、又は委託者が指定する

方法による受渡し確認を行うものとする。 

 

　（個人情報の返還、消去又は廃棄） 

第１２条　受託者は、本委託等業務の終了時に、本委託等業務において利用する個

人情報について、委託者の指定した方法により、返還、消去又は廃棄しなければ

ならない。 

２　受託者は、本委託等業務において利用する個人情報を消去又は廃棄する場合

は、事前に消去又は廃棄すべき個人情報の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の

方法及び処理予定日を書面により委託者に申請し、その承諾を得なければならな

い。 

３　受託者は、個人情報の消去又は廃棄に際し委託者から立会いを求められた場合

は、これに応じなければならない。 

４　受託者は、前３項の規定により個人情報を廃棄する場合には、当該個人情報が

記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とす

るのに必要な措置を講じなければならない。 

５　受託者は、個人情報を消去し、又は廃棄した場合には、委託者に対してその日

時、担当者名及び消去又は廃棄の内容を記録した書面で報告しなければならな

い。 

 

 



 

　（定期報告及び緊急時報告） 

第１３条　受託者は、委託者から、個人情報の取扱いの状況について報告を求めら

れた場合は、直ちに報告しなければならない。 

２　受託者は、個人情報の取扱状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定め

なければならない。 

 

　（監査及び調査） 

第１４条　委託者は、本委託等業務に係る個人情報の取扱いについて、本契約の規

定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、受託者

及び再委託者に対して、実地の監査又は調査を行うことができる。 

２　委託者は、前項の目的を達するため、受託者に対して必要な情報を求め、又は

本委託等業務の処理に関して必要な指示をすることができる。 

 

　（事故時の対応） 

第１５条　受託者は、本委託等業務に関し個人情報の漏えい等の事故（個人情報保

護法違反又はそのおそれのある事案を含む。）が発生した場合は、その事故の発

生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに委託者に対して、当該事故に関わる個

人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、委託者

の指示に従わなければならない。 

２　受託者は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、委託者その他の

関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ

適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。 

３　委託者は、本委託等業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、

必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。 

 

　（契約解除） 

第１６条　委託者は、受託者が特記事項に定める業務を履行しない場合は、特記事

項に関連する委託等業務の全部又は一部を解除することができる。 

２　受託者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、

委託者に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。 

 

　（損害賠償） 

第１７条　受託者の責めに帰すべき事由により、特記事項に定める義務を履行しな

いことによって委託者に対する損害を発生させた場合は、受託者は、委託者に対

して、その損害を賠償しなければならない。 

 

 



 

【様式１】 

個人情報の取扱いに係る安全管理措置実施申出書 

（当初から個人情報の取扱いを委託する設計等用） 

 

年　　月　　日　　 

（商号又は名称）　　　　　　　　　　　　　　　　　 

（代表者氏名）　　　　　　　　　　　　　　　　　 

業務番号：　　　　　　　　　 

業務名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

個人情報取扱事務について下記のとおり安全管理措置を実施することを申し出ます。 

 

記 

 

１　個人情報の取扱いに関する基本方針、規程及び取扱手順の策定 

　　貴社の策定した個人情報の取扱いに関する基本方針、規程及び取扱手順等をご記入

ください。併せて、当該規程をご提出ください。 

　　基本方針、規程及び取扱手順等を策定していない場合は、下記の記載欄に「契約書

の特記事項を遵守する」旨の宣誓をお願いいたします。 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

２　個人情報の取扱いに関する総括保護管理者及び保護管理者の設置 

　　個人情報の取扱いに関する総括保護管理者及び保護管理者を記入してください。上

記１により提出した基本方針等に記載がある場合は不要です。なお、付箋等で該当箇

所をご教示願います。 

　（総括保護管理者）　　　　　　　　　　　 

　（保護管理者）　　　　　　　　　　　　　 

 

３　従業者の指定及び監督 

　(1) 当該業務に従事する従業者を「従業者名簿」にてご提出ください。名簿での提出

が難しい場合は、当該業務を担当する部署名又はグループ名等を記入してくださ

い。 

 

　（部署名又はグループ名等）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

 

 



 

　(2) 従業者の秘密保持に関する事項が明記されている書類をご提出ください。該当す

る書類がない場合は、各従業者から、当該業務において知り得た個人情報について

その秘密を保持する旨の誓約書を徴して提出してください。 

 

４　管理区域の設定及び安全管理措置の実施 

　　設定した管理区域の名称（事務所名等）についてご記入ください。また、当該区域

の施錠装置の有無について、当てはまるものの□欄を■とチェックしてください。施

錠装置が無い場合は、代替となる安全管理措置についてその他欄にご記入ください。 

　・管理区域の名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　施錠装置　　□　有り　　□　無し 

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

 

５　セキュリティ強化のための管理策 

　　文書・電子媒体等について、その管理策で当てはまるものの□欄を■とチェックし

てください。その他の策を実施している場合は、具体的な策をご記入ください。 

　　□　取り扱うことができる従業者を定めている。 

　　□　セキュリティ対策ソフトウェア等を導入している。 

　　□　施錠できる耐火金庫等に保管している。 

　　□　電子データを保存する時は、暗号化又はパスワードを設定している。 

　　□　その他 

　　　※具体的な策を以下にご記入ください。 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

６　事件・事故における報告連絡体制 

　　当該業務に関して、個人情報の漏洩、滅失又は毀損等の事件や事故が発生した場合

の本市への連絡を行う責任者の氏名を記入してください。連絡責任者は、総括保護管

理者又は保護管理者と同一の者でも構いません。 

　（連絡責任者）　　　　　　　　　　　 

 

７　情報資産を持ち運ぶ際の保護体制 

　　情報資産を持ち運ぶ際の保護体制についてご記入ください。貴社の保護体制が各項

目の内容に合致している場合は、□欄を■とチェックしてください。なお、その他の

対策を実施している場合は、対策をご記入ください。 

　　□　情報資産を持ち運ぶ場合は、施錠した搬送容器を使用している。 

　　□　複数人で持ち運ぶこととしている。 

　　□　その他の盗難及び紛失対策を実施している。 

　　　※対策を以下にご記入ください。 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

 



 

【様式５】 

個人情報取扱状況報告書 

（当初から個人情報の取扱いを委託する設計等用） 

 

年　　月　　日　　 

　　札幌市長　　　　　　　　様 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会社名 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名　　　　　　　　　　　　　 

 

個人情報の取扱いに関する特記事項に基づき実施している安全管理対策の実施状況に

ついて下記のとおり報告いたします。 

 

記 

受託業務名  

受託期間  

対象期間  

安全管理対策の実施状況 

１　当該業務において、標記特記事項に従い、安全管理対策を適切に実施していま

す。また、個人情報の取扱いに係る安全管理措置実施申出書（当初から個人情報

の取扱いを委託する設計等用）の提出時点からの変更有無等について、以下のと

おり報告いたします。 

(1) 従業者の指定等（変更なし・変更あり） 

　　 

(2) 管理区域の設定及び安全管理措置の実施（変更なし・変更あり） 

　　 

(3) セキュリティ強化のための管理策（変更なし・変更あり） 

　　 

(4) 事件・事故における報告連絡体制（変更なし・変更あり） 

　　〇（発生した場合）事件・事故の状況： 

　　 

(5) 情報資産を持ち運ぶ際の保護体制（変更なし・変更あり） 

　　〇（実績ある場合）概要： 

 

(6) その他個人情報の取扱いに係る安全管理措置実施申出書（当初から個人情報

の取　扱いを委託する設計等用）からの変更（なし・あり） 

　　 

２　その他特記事項等 

 

 

 

 

 


